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(57)【要約】
　精度の良い試料表面検査を行える方法及び装置を提供
する。
　電子線式試料表面検査装置を用いて試料表面を検査す
る方法であって、前記試料表面検査装置の電子銃から発
生した電子ビームを前記試料表面に照射し、前記試料表
面から発生した二次電子を検出器の電子検出面に向けて
結像させ前記試料表面を検査する方法において、前記検
出器の検出面における前記二次電子の結像条件を、前記
試料表面の電位が前記試料表面に照射された電子ビーム
の量に応じて変化さるように制御することに特徴を有す
る
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子線式試料表面検査装置を用いて試料表面を検査する方法であって、前記試料表面検
査装置の電子銃から発生した電子ビームを前記試料表面に照射し、前記試料表面から発生
した二次電子を検出器の電子検出面に向けて結像させ前記試料表面を検査する方法におい
て、前記試料表面の電位が前記試料表面に照射された電子ビームの量に応じて変化するよ
うに、前記検出器の検出面における前記二次電子の結像条件を制御することを特徴とする
試料表面検査方法。
【請求項２】
　前記二次電子の結像条件を制御する方法が、試料表面に照射された電子ビームの量に応
じて、試料電圧又はリターディング電圧を変化させることであることを特徴とする請求項
１に記載の試料表面検査方法。
【請求項３】
　前記検出器がＥＢ－ＣＣＤであることを特徴とする請求項１又は２に記載の試料表面検
査方法。
【請求項４】
　電子線式試料表面検査装置であって、試料表面に照射する電子ビームを発生させる電子
銃と、前記電子ビームを前記試料表面に導くための一次光学系と、前記試料表面から発生
する二次電子を検出する検出器と、前記二次電子を前記検出器に導く二次光学系とを備え
る電子線式試料表面検査装置において、前記試料表面の電位を前記電子ビームの量に応じ
て変化させる電圧調整機構を有することを特徴とする電子線式試料表面検査装置。
【請求項５】
　前記電圧調整機構が、試料表面に照射された電子ビームの量に応じて、試料電圧又はリ
ターディング電圧を変化させる手段を有することを特徴とする請求項４に記載の電子線式
試料表面検査装置。
【請求項６】
　前記検出器がＥＢ－ＣＣＤで有ることを特徴とする請求項４又は５に記載の電子線式試
料表面検査装置。
【請求項７】
　電子線を用いて試料に形成されたパターンを検査する検査方法であって、被検査パター
ンを検査するときは、センサーの動作周波数に同期した周波数で試料を保持するステージ
を動かし、別の被検査パターンに移動するときは、移動に要する時間が最短になるようス
テージの移動速度を制御することを特徴とする検査方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の検査方法において、被検査パターンは異なる断面構造若しくは異なる
材料から構成される少なくとも２つ以上のパターンであって、複数のパターンを同時に検
査することを特徴とする検査方法。
【請求項９】
　電子線を用いて試料に形成されたパターンを検査する検査装置であって、前記試料を保
持する保持機構と、前記保持機構を搭載していて少なくとも一方向に移動可能なステージ
と、前記試料に向けて電子線を照射する電子を発生させる電子線源と、前記電子線源から
発生した電子線を前記試料に照射するために前記電子線を前記試料に導く第一の電子光学
系と、前記試料から発生した電子を検出する検出器と、前記電子を前記検出器に導く第二
の電子光学系とを備え、前記パターンを検出するとき前記ステージは前記検出器の動作速
度に同期した速度で移動させかつ前記試料上の別のパターンに移動するときは前記ステー
ジの速度を加速させるよう制御する制御装置を有することを特徴とする検査装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の検査装置において、前期検査パターンは異なる断面構造若しくは異な
る材料から構成される少なくとも２つ以上のパターンであって、複数のパターンを同時に
検査することを特徴とする検査装置。
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【請求項１１】
　電子線を用いて試料上に形成されたパターンを検査する検査装置であって、前記試料を
保持する保持機構と、前記保持機構を搭載していて少なくとも一方向に移動可能なステー
ジと、前記試料に向けて電子線を照射する電子を発生させる電子線源と、前記電子線源か
ら発生した電子線を前記試料に照射するために前記電子線を前記試料に導く第一の電子光
学系と、前記試料から発生した電子を検出する検出器と、前記電子を前記検出器に導く第
二の電子光学系とを備え、前記ステージを連続的に移動させて前記パターンを検出する時
、前記電子線の前記パターンへの照射形状が、前記パターンに予め電子が照射されるよう
前記パターンの前記ステージの移動方向に沿った長さより、長い照射形状であることを特
徴とする検査装置。
【請求項１２】
　電子線を用いて試料上に形成されたパターンを検査する検査装置であって、前記試料を
保持する保持機構と、前記保持機構を搭載していて少なくとも一方向に移動可能なステー
ジと、前記試料に向けて電子線を照射する電子を発生させる電子線源と、前記電子線源か
ら発生した電子線を前記試料に照射するために前記電子線を前記試料に導く第一の電子光
学系と、前記試料から発生した電子を検出する検出器と、前記電子を前記検出器に導く第
二の電子光学系とを備え、前記検査装置は、前記ステージを連続的に移動させて前記パタ
ーンを検出する時、前記電子線の前記パターンへの照射形状が前記パターンに予め電子が
照射されるよう、前記ステージの動作に連動させて前記電子ビームの照射形状を制御する
制御装置を有すること特徴とする検査装置。
【請求項１３】
  請求項１１又は１２に記載の検査装置において、前記検査されるパターンは異なる断面
構造若しくは異なる材料から構成される少なくとも二つ以上のパターンであり、複数のパ
ターンを同時に検査することを特徴とする検査装置。
【請求項１４】
　電子線を試料に照射し、試料を連続的に動かしながら前記試料上のパターンを検査する
検査方法であって、前記パターンに前記電子線が所望の量照射されるよう前記電子線の前
記パターンへの照射領域を所望の大きさになるよう制御して前記パターンを検査すること
を特徴とする検査方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の検査方法において、上記パターンは異なる断面構造若しくは異なる
材料から構成される少なくとも二つ以上のパターンであって、複数のパターンを同時に検
査することを特徴とする検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は試料の表面に形成されたパターンを検査する検査装置及び検査方法に関し、よ
り詳細には、電子線をウエハ、基板等の試料の表面に照射してその試料に形成されたパタ
ーン（例えばオーバーレイマークの）を検査或いは評価する写像投影型の電子線式試料検
査装置及び検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体プロセスには露光、エッチング、薄膜形成の工程が数回から十数回繰り返される
。ここで重要になるのは、各工程で発生する欠陥であり、特に電気的欠陥はその検出が重
要となる。また、互いに重ねて形成された複数の配点パターンの下層部に形成された配線
パターンと上層部に形成するパターンの位置の一致性（オーバーレイ）も重要である。
【０００３】
　従来の光学顕微鏡では電気的欠陥は検出することが極めて困難であり、またＳＥＭ（走
査型電子顕微鏡）では大面積の検査をする場合は長い検査時間を要した。
【０００４】
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　また、電子ビームを用いる検査装置では、試料表面のチャージアップの影響で鮮明な画
像が得られなかった。更に、従来は下層パターンと上層パターンの位置を合わせるための
専用のマーク（オーバーレイマーク）を用い、光（光学顕微鏡等）を利用した位置合わせ
等により行っていた（オーバーレイ検査）。
【特許文献１】米国特許第６，０９１，２４９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
   上記したように、電子ビームを用いた試料表面の検査においては、電子ビーム照射に
よる試料表面のチャージアップにより、像がボケてしまう。また、光によるオーバーレイ
検査においては、オーバーレイマークと実際のデバイスパターンではパターンの大きさが
違うために、光ではコマ収差の影響を受けてしまい、オーバーレイマークでは位置合わせ
が許容誤差にはいるが、実デバイスパターンではずれて露光されてしまう場合が多々ある
。更に、オーバーレイマークと実際のデバイスパターンとではパターンの大きさが違うた
めに、上記したような光によるオーバーレイ検査では、光によるコマ収差の影響を受けて
しまい、オーバーレイマークでは位置合わせが許容誤差に入っているが、実デバイスパタ
ーンではずれて露光されてしまう場合が多々ある。
【０００６】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、半導体デバイ
スの製造過程の試料表面検査装置において、試料におけるチャージアップを考慮にいれて
試料電圧を制御することにより従来にはない精度の良い表面検査を行える試料表面検査方
法及び検査装置を提供することである。
【０００７】
　本発明の他の目的は、試料電圧を前記電子ビームの量に応じて変化させることによって
精度良い表面検査を行う検査方法及び検査装置を提供することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、検査時はステージをセンサーの動作周波数に同期させて動かし、
被検査パターン間移動時は移動に要する時間を最短になるように制御することによって検
査を効率よくかつ精度よく行える試料検査装置及び検査方法を提供することである。
【０００９】
　　本発明の別の目的は、電子線のパターンに対する照射形状を試料の移動に連動させて
制御し或いは移動方向に沿って長くすることによって、パターンの検査の速度、精度の向
上を図った写像型の表面検査装置或いは検査方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の本発明によれば、電子線式試料表面検査装置を用いて試料表面を検査
する方法であって、前記試料表面検査装置の電子銃から発生した電子ビームを前記試料表
面に照射し、前記試料表面から発生した二次電子を検出器の電子検出面に向けて結像させ
前記試料表面を検査する方法において、前記試料表面の電位が前記試料表面に照射された
電子ビームの量に応じて変化さるように、前記検出器の検出面における前記二次電子の結
像条件を制御することを特徴とする試料表面検査方法が提供される。
【００１１】
　前記本発明において、前記二次電子の結像条件を制御する方法として、試料表面に照射
された電子ビームの量に応じて、試料電圧又はリターディング電圧を変化させるようにし
ても良い。また、前記検出器がＥＢ－ＣＣＤであっても良い。なお、検出器は、ＭＣＰ及
びＴＤＩ－ＣＣＤを備えていても良い。
【００１２】
　請求項４に記載の本発明によれば、電子線式試料表面検査装置であって、試料表面に照
射する電子ビームを発生させる電子銃と、前記電子ビームを前記試料表面に導くための一
次光学系と、前記試料表面から発生する二次電子を検出する検出器と、前記二次電子を前
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記検出器に導く二次光学系とを備える電子線式試料表面検査装置において、前記試料表面
の電位を前記電子ビームの量に応じて変化させる電圧調整機構を有することを特徴とする
電子線式試料表面検査装置が提供される。
【００１３】
　上記発明において、前記電圧調整機構として、試料表面に照射された電子ビームの量に
応じて、試料電圧又はリターディング電圧を変化させる手段を有していても良い。
【００１４】
　また、前記検出器がＥＢ－ＣＣＤであっても良い。なお、検出器は、ＭＣＰ及びＴＤＩ
－ＣＣＤを備えていても良い。
【００１５】
  上記の本発明に係る半導体素子の欠陥検査等を行う試料の表面検査方法及び装置におい
て、半導体ウエハ上に照射された電子ビームにより試料表面から発生した二次電子を検出
器に導く二次光学系は四極子レンズを含み、更に、複数の静電レンズによって検出器上に
結像させるステップを含んでいることが好ましい。
【００１６】
　更に、二次電子の検出器は、上記ＭＣＰとＴＤＩ－ＣＣＤの他に、蛍光板をＭＣＰとＴ
ＤＩ－ＣＣＤの間に備えていてもよい。また、ＭＣＰとＴＤＩ－ＣＣＤの代わりにＥＢ－
ＴＤＩであっても良く、更にＥＢ－ＣＣＤであっても良い。
【００１７】
　上記発明において、電圧調整機構或いはリターディング電圧を変化させる手段としては
、外部信号により出力電圧を変化させる安定化直流電源と、それを制御するコンピュータ
ーとから成り、コンピューターに安定化電流電源の出力値（出力電圧）が所望の値になる
ようにコマンドを入力し、試料表面の電位を変化させるものがある。
【００１８】
　請求項７に記載の発明によれば、電子線を用いて試料に形成されたパターンを検査する
検査方法であって、被検査パターンを検査するときは、センサーの動作周波数に同期した
周波数で試料を保持するステージを動かし、別の被検査パターンに移動するときは、移動
に要する時間が最短になるようステージの移動速度を制御することを特徴とする検査方法
が提供される。
【００１９】
　上記検査方法において、被検査パターンは異なる断面構造若しくは異なる材料から構成
される少なくとも２つ以上のパターンであって、複数のパターンを同時に検査するように
してもよい。
【００２０】
　請求項９に記載の発明によれば、電子線を用いて試料に形成されたパターンを検査する
検査装置であって、前記試料を保持する保持機構と、前記保持機構を搭載していて少なく
とも一方向に移動可能なステージと、前記試料に向けて電子線を照射する電子を発生させ
る電子線源と、前記電子線源から発生した電子線を前記試料に照射するために前記電子線
を前記試料に導く第一の電子光学系と、前記試料から発生した電子を検出する検出器と、
前記電子を前記検出器に導く第二の電子光学系とを備え、前記パターンを検出するとき前
記ステージは前記検出器の動作速度に同期した速度で移動させかつ前記試料上の別のパタ
ーンに移動するときは前記ステージの速度を加速させるよう制御する制御装置を有するこ
とを特徴とする検査装置が提供される。
【００２１】
　上記検査装置において、前期検査パターンは異なる断面構造若しくは異なる材料から構
成される少なくとも２つ以上のパターンであって、複数のパターンを同時に検査するよう
になっていてもよい。
【００２２】
　本願の請求項１１に記載の発明によれば、電子線を用いて試料上に形成されたパターン
を検査する検査装置であって、前記試料を保持する保持機構と、前記保持機構を搭載して
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いて少なくとも一方向に移動可能なステージと、前記試料に向けて電子線を照射する電子
を発生させる電子線源と、前記電子線源から発生した電子線を前記試料に照射するために
前記電子線を前記試料に導く第一の電子光学系と、前記試料から発生した電子を検出する
検出器と、前記電子を前記検出器に導く第二の電子光学系とを備え、前記ステージを連続
的に移動させて前記パターンを検出する時、前記電子線の前記パターンへの照射形状が、
前記パターンに予め電子が照射されるよう前記パターンの前記ステージの移動方向に沿っ
た長さより、長い照射形状であることを特徴とする検査装置が提供される。
【００２３】
　また、請求項１２に記載の発明によれば、電子線を用いて試料上に形成されたパターン
を検査する検査装置であって、前記試料を保持する保持機構と、前記保持機構を搭載して
いて少なくとも一方向に移動可能なステージと、前記試料に向けて電子線を照射する電子
を発生させる電子線源と、前記電子線源から発生した電子線を前記試料に照射するために
前記電子線を前記試料に導く第一の電子光学系と、前記試料から発生した電子を検出する
検出器と、前記電子を前記検出器に導く第二の電子光学系とを備え、前記検査装置は、前
記ステージを連続的に移動させて前記パターンを検出する時、前記電子線の前記パターン
への照射形状が前記パターンに予め電子が照射されるよう、前記ステージの動作に連動さ
せて前記電子ビームの照射形状を制御する制御装置を有すること特徴とする検査装置が提
供される。
【００２４】
  上記本発明による試料表面検査装置において、半導体ウエハ等の試料上に照射された電
子ビームにより試料表面から発生した二次電子を検出器に導く二次光学系はが四極子レン
ズを含んでおり、更に複数の静電レンズによって検出器上に結像されるステップを含んで
いてもよい。
【００２５】
  また、試料から発生される二次電子の検出器は、ＴＤＩと蛍光板を備えていてもよいる
。
【００２６】
　更に、二次電子の検出器は上記蛍光板とＴＤＩ－ＣＣＤの他にＭＣＰを蛍光板の前に備
えていてもよい。
【００２７】
　また、ＭＣＰとＴＤＩ－ＣＣＤの代わりにＥＢ－ＴＤＩであってもよく、さらにＥＢ－
ＣＣＤであってもよい。またＭＣＰとＥＢ－ＣＣＤの組み合わせであっても良い。
上記検査装置において、前記検査されるパターンは異なる断面構造若しくは異なる材料か
ら構成される少なくとも二つ以上のパターンであり、複数のパターンを同時に検査するよ
うになっていてもよい。
【発明の効果】
【００２８】
　上記したように、本発明によれば、半導体デバイスの製造工程におけるウエハ、基板等
の試料表面検査において、試料電圧を前記電子ビームの量に応じて変化させることによっ
て精度の良い表面検査を行え、半導体デバイスの品質とスループットの向上を図ることが
できる。
【００２９】
　また、試料表面検査において、オーバーレイの検出を行うことができ、もって、半導体
デバイス製造における精度のよい試料表面検査装置を供給することができる。
【００３０】
　更に、半導体デバイスの製造において、オーバーレイの検出を素早く高精度に行うこと
ができ、もって、半導体デバイス製造における精度のよい欠陥検査装置を供給することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
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【図１】本発明の表面検査方法を実施する装置の概略構成図である。
【図２】図１の主要部の詳細を示した図である。
【図３】図予備環境室を複数設けた表面検査装置の実施例を示す図である。
【図４】基板電圧又はリターディング電圧の制御フロー図である。
【図５】基板電圧又はリターディング電圧の別の制御フロー図である。
【図６】ブランキング信号の別の実施例を示す図である。
【図７】基板電圧又はリターディング電圧とＥＢ－ＣＣＤとブランキング信号の関係を示
す図である。
【図８】二次光学系の結像条件を説明する図である。
【図９】オーバーレイの概念図である。
【図１０】検査エリアを示す概念図である。
【図１１】オーバーレイマーク配置の概念図である。
【図１２】本発明の表面検査方法を実施する装置の実施例の概略構成図である。
【図１３】オーバーレイのパターンを示す図である。
【図１４】ステージの移動を説明する概念図である。
【図１５】オーバーレイ撮像の原理を説明する図である。
【図１６】時間差をつけた撮像の概念図を示す図である。
【図１７】本発明の別の実施例を示す図である。
【図１８】本発明の更に別の実施例を示す図である。
【図１９】電子ビーム形成原理を説明する図である。
【図２０】ブランキングの動作概念図である。
【図２１】ブランキング方向概念図である。
【図２２】電子ビームの照射サイズ及び撮像概念を示す図である。
【図２３】電子ビームの照射サイズ及びステージを折り返し動作させた場合の撮像概念を
示す図である。
【図２４】レンズ収差調査のためのパターン分布の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００３２】
１、１ａ　試料検査装置　　　　　　　　　　　２、２ａ　一次光学系
３　二次光学系　　　　　　　　　　　　　　　４　検出系
５、５ａ　ステージ装置
１２　チャンバ　　　　　　　　　　　　　　　２１、２１ａ　電子銃
２３　Ｅ×Ｂフィルタ　　　　　　　　　　　　４１、４１ａ　検出器
４２　記憶装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に、本発明に係る欠陥等の試料表面検査方法の実施形態について説明する。
【００３４】
　図１において、本実施形態の試料表面の欠陥等の表面検査方法を行う装置全体を１で示
している。同図において、２は一次電気光学系（以下単に一次光学系）、３は二次電気光
学系（以下単に二次光学系）、４は検出系、５は公知の構造の防振台の上に設けられたス
テージ装置であり、これらはチャンバ１２を画定するハウジング１１内に収納されている
。チャンバ１２は図示しない装置により所望の雰囲気、例えば真空雰囲気に制御されるよ
うになっている。
【００３５】
　例えばウエハ、基板のような試料（以下この実施形態の説明では試料としてウエハを使
用した例について説明する）Ｗは公知の構造、機能を有するステージ装置５のウエハ保持
台５１の上に、例えば静電チャック等の公知の手段により取り外し可能に固定されるよう
になっている。このウエハ保持台５１は直交２軸方向すなわちＸ－Ｙ方向の少なくとも一
方向に連続的又はステップアンドリピート式に動くことができるように構成されている。
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防振台の防振構造は非接触型軸受けから構成されても良い。
【００３６】
　図２に詳細に示されるように、一次電子ビームを照射する一次光学系の電子銃２１とし
ては、熱電子放出型若しくはショットキー型の電子銃が使用され得る。電子銃２１から放
出された一次電子ビームＢ１は、一次光学系の四重極子レンズ２２等を介してその形状が
整えられ、ウエハ保持台５１上に載置されている試料すなわちウエハＷの表面に照射され
る。このとき、一次電子ビームは電界と磁界からなるＥ×Ｂフィルタ又はウィーンフィル
タ２３を通ってウエハ表面に導かれる。一次光学系２の電子銃２１から放出された一次電
子ビームの形状は、検出系４の検出器４１を構成するＴＤＩ－ＣＣＤ若しくはＣＣＤの画
素に相当する領域より広い範囲に均一な分布をもって照射されるよう形成される。
【００３７】
　一次電子ビームの照射によりウエハＷの表面からは一次電子ビームのエネルギーに応じ
て二次電子Ｂ２が発生する。この二次電子は、ウエハの近傍に配置されている電極によっ
て検出器側に所定の運動エネルギーを有するまで加速される。加速された二次電子Ｂ２は
先の電界と磁界からなるＥ×Ｂフィルタ又はウィーンフィルタ２３を直進し、二次電気光
学系（以下単に二次光学系）３に導かれる。この時ウエハ表面は一次電子ビームの照射に
より帯電し二次電子が設計された所定の運動エネルギーまで加速されない場合がある。こ
の場合二次電子は検出器４１の検出面上で結像することが出来ず、像が得られないか、像
がぼけてしまう。そこで、予め電子ビームの照射によるウエハ表面の帯電量を計算し、試
料電圧又はリターディング電圧を計算された帯電量にあわせて変化させておく。これによ
り、電子ビームの照射による帯電量も含めて所定の運動エネルギーまで二次電子を加速す
ることができる。
【００３８】
　二次電子は二次光学系３によって写像映像として検出器４１上に結像される。二次電気
光学系３を構成する電気的レンズ又は静電レンズ３１は、複数枚の同軸上に配置された開
口部を持つ電極、若しくは同軸状に配置された複数の電極群から構成され、これらのレン
ズが更に複数段に配置される。電気的レンズは、二次電子の持つ画像情報を拡大し、かつ
、ウエハＷ上の位置及び表面情報を失わないように、写像情報として、検出器に導く。
【００３９】
　検出器４１はＭＣＰ（マルチチャンネルプレート）と蛍光版及びＴＤＩ－ＣＣＤ又はＥ
Ｂ-ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＴＤＩから構成されている。ＭＣＰで増倍された電子は、蛍光
板にて光に変換され、この光信号がＴＤＩ－ＣＣＤに取り込まれ画像信号として出力され
る。　また、二次電子は直接ＥＢ－ＣＣＤに導入され画像信号に変換されてもよい。
【００４０】
　なお、一次及び二次光学系、並びに検出系の各構成要素は公知の構造、機能を有するも
のであるから詳細な説明は省略する。
【００４１】
　ウエハＷを保持するステージ装置５には、検出器がＴＤＩ－ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＴＤ
Ｉの場合に、連続的に動くことが可能な構造になっている。また、ＴＤＩ－ＣＣＤ若しく
はＥＢ－ＴＤＩの場合には、ステージは連続的な動きだけではなく、移動停止を繰り返す
ことも可能に構成されている。
【００４２】
　検出器がＣＣＤ若しくはＥＢ－ＣＣＤの場合はステージは移動停止を繰り返すことも可
能である。
【００４３】
　ステージの位置は、図示しないが、常にレーザー干渉計によって公知の方法で測定され
ており、予め指定された目標値とレーザー干渉計にて測定された現在値との比較を行い、
その残差に応じて残差を補正する信号を二次光学系３の静電レンズ制御ユニット（図示せ
ず）に送る。ステージの移動、停止又はその間の速度斑、微少振動を、上記静電レンズに
て二次電子の軌道を修正することによって補正し、検出器の検出面では常に安定した結像
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状態になるように補正する補正機構を有している。ステージ装置にはブレーキ（図示せず
）が設けられていて、停止時にブレーキを用い停止し、停止中の微振動を抑制し若しくは
なくすことも可能である。
【００４４】
　検出器がＴＤＩ若しくはＥＢ－ＴＤＩの場合、ステージの移動距離をレーザー干渉計に
より測定し、決められた距離を移動する毎にＴＤＩ若しくはＥＢ－ＴＤＩの画像データを
転送させる機能を有している。
【００４５】
　検出器４１によって得られた電気的画像情報は、記憶装置４２に記憶される。この記憶
装置４２は、ＴＤＩ－ＣＣＤを制御するための制御部に含まれており、ＴＤＩ－ＣＣＤの
制御タイミングと記憶タイミングとの同期がとられる。画像信号は図示しない画像処理装
置に公知の方法で入力され、そこで信号処理即ち画像解析が公知の方法でおこなわれ、欠
陥個所の特定と、欠陥の種類を判別し、観測者に知らせると同時に記憶媒体に記憶させる
ようになっている。
【００４６】
　オーバーレイ検査の場合、前に形成された下層パターンとその上に形成された上層パタ
ーンの直交２軸方向すなわちＸ方向とＹ方向のそれぞれのズレ量と回転角（θ）のズレ量
とを画像解析から算出し、オーバーレイの可否を決定する。
【００４７】
　欠陥検査の場合、繰り返しパターンのパターン同士の比較を行うセルツウセル検査や、
ダイ毎にパターンマッチングによる画像比較を行うダイツウダイ検査を行う。また、他の
多くのダイとの比較を行うダイツウエニーダイ検査や、予め設計で決められたパターンと
比較するダイツウキャドデータ検査であってもよい。欠陥の有無は比較画像に差分から差
分の大きいところを欠陥とする。
【００４８】
　また、欠陥検査の場合、酸化膜転写パターンや、配線等の物理欠陥や電気的ショート欠
陥や電気的オープン欠陥である電位コントラスト又はボルテージコントラストの検出も可
能である。検査対象は製品ウエハであったり、ＴＥＧ（テスト・エレメント・グループ）
であったり、レチクルやマスクであってもよい。
【００４９】
　検査はオフライン検査とオンライン検査の両方が選択可能で、オンライン検査の場合検
査結果を半導体製造ラインに直接電気信号等を信号線を通じてフィードバックすることも
可能である。またオフライン検査の場合でも、検査結果を本検査装置の端末から直接入力
して半導体製造ラインに電気信号等信号線を通じてフィードバックすることが可能である
。半導体製造ラインのホストコンピューターと通信して、検査結果を製造工程の品質管理
に用いてもよい。
【００５０】
　次に、検査前のウエハＷをチャンバ１２内のステージ装置５に載せ、また検査後のウエ
ハＷをステージ装置から取り出す動作について図１を参照して説明する。
【００５１】
　試料表面検査装置１のチャンバ１２に隣接して配置された予備環境室６２は、半導体製
造プロセスにおいて、ウエハが外部から搬入される時の環境からウエハ保持台５１を有す
るステージ装置５が配置されたチャンバ１２内の環境へと変化され、予備環境室６２内及
びチャンバ１２内の環境が一致したとき、予備環境室６２からウエハ保持台に検査前のウ
エハを搬入することが出来るようになっている。
【００５２】
　具体的には、公知の防振構造を備えた防振台及びその上に配置されかつウエハ保持台５
１を有するステージ装置５が配置されたチャンバ１２を画定するハウジング１１と予備環
境室６２を画定するハウジング６１との間にはゲート弁６３が設けられ、チャンバ１２と
予備環境室６２とはゲート弁５３を介して選択的に連通或いは遮断可能になっている。更
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に、予備環境室６２とチャンバ内のウエハを予備環境室へ導入するための別のゲート弁若
しくはフランジを有していても良い。ここで、ウエハが予備環境室６２とチャンバ１２と
の間でゲート弁６３と通して搬送されるとき、両者の環境はほぼ同一の環境（例えば、真
空度１０-5［Ｐａ］～１０-6［Ｐａ］程度の真空状態）に保たれている。
【００５３】
　半導体製造プロセスにおいて、次工程に搬送される前に検査を受けるウエハは次工程に
搬送するための環境で保持されているので、先ず予備環境室はこの次工程に搬送するため
の環境になるように、いずれも公知の構造のガス供給装置（図示せず）及び、真空排気装
置によって公知の方法で制御される。次工程に搬送するための環境と予簿環境室の環境（
真空状態）が同じになったら、ウエハを予備環境室へ導入するための別のゲート弁若しく
はフランジを開放し若しくは開けて、ウエハを予備環境室６２内に導入し、先の真空排気
系及びガス供給装置を制御し、ウエハ保持台５１のある環境すなわちチャンバ１２内の環
境と同じ環境（真空状態）にする。
【００５４】
　その後、チャンバ１２と予備環境室６２とを仕切っているゲート弁６３を開け検査前の
ウエハＷをウエハ保持台５１へと搬入する（これをロードと呼ぶ）。検査前のウエハの前
記搬入が終了すると、ゲート弁６２を閉め、ウエハ保持台のある環境を検査に適した環境
にし、検査を開始する。
【００５５】
　検査が終了したウエハをウエハ保持台５１から搬出し（これをアンロードと呼ぶ）、ウ
エハを次工程に搬送する場合には、搬入時と逆の動作をさせればよい。ここで、真空排気
装置は、図１に示されるように、ターボ分子ポンプ５６とドライルーツポンプ５７との組
み合わせが好ましいが、ドライルーツポンプの替わりにオイルミストトラップ若しくはモ
レキュラーシーブ付きのロータリーポンプであっても良い。
【００５６】
　図３に予備環境室６２を複数（ここでは２個）備えた場合の実施形態を示す。検査対象
のウエハのロードとアンロードを同時に平行して行ってもよい。更に予備環境室に同時に
複数のウエハをストックする機能を有してもよい。この場合ゲート弁操作を少なくするこ
とができ、効率的な検査とロード及びアンロードが可能である。
【００５７】
　図４において、ウエハ電圧（基板電圧、試料電圧或いはリターディング電圧とも言うが
、ここでは統一してウエハ電圧と呼ぶ）の制御フローが示されている。図４に示されるフ
ローは、ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＣＣＤ又はＴＤＩ－ＣＣＤのStillモードによる1ショット
撮像におけるフローを示す。ここで、ウエハ電圧（基板電圧、試料電圧或いはリターディ
ング電圧）とはウエハ、基板等の試料に予め加えられている電圧を言う。
【００５８】
　これは、電流密度の信号とブランキング信号からDose量（電子線の投与量で、ウエハ、
基板等の試料上の単位面積当たりに照射される荷電量のことであり、以下Dose量と呼ぶ）
を計算し、ブランキング信号によってＥＢ-ＣＣＤの制御を行っている実施例である。
【００５９】
　電子銃の電子電流値から電流密度Ｊeが算出される。この電流密度Ｊeとブランキング信
号のブランキング解除時間τsからウエハ表面のDose量が計算される。
【００６０】
　ここでDose量＝Ｊe・τs

　試料表面すなわちウエハ表面の情報例えば、レジスト厚みｄ、比誘電率εrから単位面
積あたりのウエハ表面の静電容量Ｃが求まる。
【００６１】
　ここでＣ＝εr・ε0／ｄ　（単位面積はｃｍ2で計算、ε0は真空中の誘電率）
　また、ＣＶ＝Ｑより
　ウエハ表面電圧の変化量ΔＶ＝Ｑ/Ｃ
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　ここでウエハ表面電圧とは、基板表面電圧或いは試料表面電圧とも呼ばれ、予め加えら
れたウエハ電圧と、ウエハに電子ビームが照射されたことにより加えられる電圧とを加え
合わせた（重畳した）電圧を言う。
【００６２】
　一方Ｑはウエハ表面に照射された総電子量なので、ランディングエネルギＬＥ（keV）
の時の二次電子放出率をγとすると
　Ｑ＝Dose量・（１－γ）＝Ｊe・τs・（１－γ）となる。
【００６３】
　よってウエハ表面電圧の変化量はΔＶ＝Ｊe・τs・（１－γ）・ｄ／εr・ε0で表わさ
れる。
【００６４】
　したがって、ウエハ電圧（又はリターディング電圧）ＲＴＤは
　　ＲＴＤ＋ΔＶ＝設計値（二次電子引き出し電圧）
を満たすように調整すればよい。
【００６５】
　図５はウエハ電圧の別の制御フローを示す。
【００６６】
　これは、ＥＢ－ＣＣＤの信号を基にブランキング信号を決め、そのブランキング信号と
電流密度信号からDose量を決める場合の実施例である。
【００６７】
　図６は、ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＣＣＤ又はＴＤＩ－ＣＣＤのStillモードによる1ショッ
ト撮像を連続して複数回行う場合のウエハ電圧とＥＢ－ＣＣＤとブランキング信号との関
係を示す。撮像毎にDose量が変わるので、その都度ウエハ電圧（リターディング電圧）を
調整しなくてはならない。つまりウエハ電圧をその都度調整することで、常に同じ画像が
得られることとなり、それらの画像を積算することで、よりＳ／Ｎ比の高い画像を取得す
ることができ、画像解析の精度を向上させることが可能である。
【００６８】
　なお、積算回数は任意の回数とすることができる。即ち、ウエハの条件等に応じた最適
な積算回数を予め設定することができる。これによりウエハに応じた最適な検査条件で検
査を実施することができる。
【００６９】
　図７はブランキング信号の別の実施例を示す。この場合ＥＢ－ＣＣＤの露光時間中に複
数回のブランキング解除が行われることになるので、ウエハ表面電圧の変化量ΔＶは、
　　ΔＶ＝Ｊe・Σ（τn）・（１－γ）・ｄ／εr・ε0で表わされる。
【００７０】
　この様に、ウエハ電圧とウエハ表面電圧の変化分の和が二次光学系の結像条件を満たす
ようにDose量を調整することで、画像を取得することができる。露光時間とブランキング
解除時間は相対的に任意に決めることが可能である。即ちブランキング解除時間が露光時
間より長くてもよい。この場合Dose量の計算はτsの変わりに露光時間を代入する。
【００７１】
　図８で具体的な二次光学系の結像条件について説明する。電子銃から発生した一次電子
ビームは一次光学系（図８において示さず）を介して、試料としてのウエハ（又は基板）
の表面に照射される。このウエハ表面からは電子ビームの照射によって二次電子が発生す
る。この二次電子をウエハ電圧（若しくはリターディング電圧）と二次光学系にある電極
の電圧との組み合わせによって二次光学系に導く。この時、二次電子は予め設計で決めら
れた結像条件を満たすように導かれ、ＥＢ-ＣＣＤで代表される検出器の検出面上で結像
する。
【００７２】
　電子ビームの照射によりウエハの表面の電位が変化してしまう場合、ウエハ電圧と二次
光学系にある電極の電圧との組み合わせが予め設計で決められた結像条件を満たせなくな
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り、結果として検出器の検出面上で結像できなくなる。
【００７３】
　そこで、ウエハ電圧と二次光学系にある電極の電圧との組み合わせに、予め電子ビーム
の照射によって変化するウエハ表面の電位の分を重畳する。
【００７４】
　電子銃から発生した一次電子ビームは一次光学系（図８において示さず）を介して、試
料としてのウエハ（又は基板）の表面に照射される。この時、電子ビームは基板上に形成
された、少なくとも２種類の異なる材質からなるパターン若しくは少なくとも２種類の断
面構造からなるパターンに同時に照射される。また、写像光学系における視野よりも広い
領域に電子ビームを照射する。このウエハ表面からは電子ビームの照射によって二次電子
が発生する。この二次電子をウエハ電圧（若しくはリターディング電圧）と二次光学系に
ある電極の電圧との組み合わせによって二次光学系に導く。この時、二次電子は予め設計
で決められた結像条件を満たすように導かれ、ＥＢ-ＣＣＤで代表される検出器の検出面
上で結像する。この様に、基板上に形成された、少なくとも２種類の異なる材質からなる
パターン若しくは少なくとも２種類の断面構造からなるパターンに同時に照射することに
よって、基板上の異なる種類の材質若しくは断面構造のそれぞれのチャージアップの量が
異なり、どちらか一方の材質若しくは断面構造のチャージアップの量にあわせた基板電圧
若しくはリターディング電圧の設定を行うことで、基板上の異なる種類の材質若しくは断
面構造によるコントラストを強調し結像することも可能である。
【００７５】
 又、また、写像光学系における視野よりも広い領域に電子ビームを照射することによっ
て、画像のX方向及びＹ方向の対象性を確保することができ、実画像（実際のパターン）
に忠実な拡大画像を得ることが出来る。
【００７６】
　電子ビームの照射前では、二次光学系のウエハ電圧（若しくはリターディング電圧）と
二次光学系にある電極の電圧との組み合わせは、予め設計で決められた結像条件になって
いないが、電子ビームの照射によるウエハ表面の電位に変化が生じたとき、二次電子は二
次光学系の予め設計で決められた結像条件を満たし、検出器の検出面上で結像する。
【００７７】
　ウエハ電圧と二次光学系にある電極の電圧の組み合わせは、基板、ウエハ等の試料の種
類又は表面の材料と電子ビームの電流値若しくは電流密度又はエネルギーによって自由に
設定することが出来る。
【００７８】
　ウエハ電圧と二次光学系にある電極の電圧の組み合わせは電子ビームを複数回照射した
後に二次電子が二次光学系の予め設計で決められた結像条件を満たすように設定してもよ
い。
【００７９】
　ウエハ電圧と二次光学系にある電極の電圧の組み合わせは、電子ビームの照射毎に二次
電子が二次光学系の予め設計で決められた結像条件を満たすように設定し、電子ビームを
複数回照射したとき、照射毎にウエハ電圧と二次光学系にある電極の電圧の組み合わせを
二次電子が二次光学系の予め設計で決められた結像条件を満たすようにしてもよい。この
場合、照射毎に得られた画像を積算することも可能である。
【００８０】
　テージや電子ビームをスキャンしてスキャン像を得る場合、電子ビームの電流密度若し
くは電流値とステージ若しくは電子ビームのスキャン速度にあわせて、基板電圧若しくは
リターディング電圧と二次光学系にある電極の電圧の組み合わせを、二次電子が二次光学
系の予め設計で決められた結像条件を満たすようにしてもよい。
【００８１】
　次に、オーバーレイ検査方法の実施形態について説明する。
【００８２】
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　まず、オーバーレイ検査についての概念図を図９に示す。図９において、１００はシリ
コン基板、１０１は酸化膜層、１０２は下層パターン、１０３は形成膜層、１０４は露光
現像後のレジスト層を示す。半導体製造工程には多数のエッチング工程がある。エッチン
グ工程はエッチングしたい形成膜例えば酸化膜１０３の上にレジストを塗布し、そのレジ
ストを光若しくは電子ビームによって露光、現像してレジスト層１０４に所望のパターン
１０５を形成し、エッチングによりレジスト層のない部分の形成膜例えば酸化膜を除去す
ることにより所望のパターンにするものである。
【００８３】
　第一のエッチング工程で作られたパターン（以下ここではオーバーレイマークのパター
ンを言う）１０２の上に埋め込み、新たなる膜の形成工程があり、そこで形成された膜の
エッチングが必要となる。このとき、前工程で作られたパターン（下層パターン）１０２
とこれからエッチングするパターン（上層パターン）１０５が設計にしたがって一致して
いなくてはならない。そこで位置合わせ用のマークを用いて、下層パターン１０２と上層
パターン１０５との一致性を検査する。
【００８４】
　上層パターンのエッチングのため、下層パターンの上には既にレジストが塗布されてお
り、下層パターンはこのレジストを通して観察若しくは観測しなくてはならない。また、
オーバーレイの検査では上層パターンと下層パターンは同時に観察若しくは観測できなく
てはならない。
【００８５】
　オーバーレイ検査では下層パターンは主にレジストや酸化膜の下に存在する場合が多い
。場合によっては導電性を持った層の下にある場合もある。上層パターンはレジストの露
光によって形成される場合が主であり、露光のみの場合とポストベークされた場合、現像
までされた場合とがある。
【００８６】
　図１０に検査エリアの概念図を示す。オーバーレイ検査は全てのダイについて行うわけ
ではなく、例えば、図２においてＤ１ないしＤ８のように、ある限られたダイについて行
う。よって、被検査ダイ間の移動に要する時間を短縮するために、被検査ダイ間の移動は
ステージの最大速度まで加速する。
【００８７】
 図１１にオーバーレイマーク配置の概念図を示す。オーバーレイマークは各ダイの中に
図１１に示すように配置される場合がある。検査は全てのオーバーレイマークについて行
うわけではなく、ある限られたマークについて行う場合もある。よって、マーク間の移動
に要する時間を短縮するために、マーク間の移動ではステージを最大速度まで加速する。
【００８８】
　図１２において、本実施形態の試料表面の欠陥等の表面検査方法を行う装置が全体を１
で示されている。この実施例の装置は、コンピュータ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ）がステージ制
御ユニットと記憶装置４１とに接続されている以外は図１の実施例と同じであるから、共
通する部分の構造及び動作の説明は省略する。
【００８９】
　例えばウエハ、基板のような試料（以下この実施形態の説明では試料としてウエハを使
用した例について説明する）Ｗは公知の構造、機能を有するステージ装置５のウエハ保持
台５１の上に、例えば真空チャック等の公知の手段により取り外し可能に固定されるよう
になっている。このウエハ保持台５１は直交２軸方向すなわちＸ－Ｙ方向の少なくとも一
方向に連続的又はステップアンドリピート式に動くことができるように構成されている。
防振台の防振構造は非接触型軸受けから構成されても良い。
【００９０】
　図２に詳細に示されるように、一次電子ビームを照射する一次光学系の電子銃２１とし
ては、熱電子放出型若しくはショットキー型の電子銃が使用され得る。なお、電子銃は一
次光学系の構成要素と別にしてもよい。電子銃２１から放出された一次電子ビームＢ１は
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、一次光学系の四重極子レンズ２２等を介してその形状が整えられ、ウエハ保持台５１上
に載置されている試料すなわちウエハＷの表面に照射される。このとき、一次電子ビーム
は電界と磁界からなるＥ×Ｂフィルタ又はウィーンフィルタ２８を通ってウエハ表面に導
かれる。
【００９１】
　電子ビームは、試料の照射領域のサイズが試料表面のパターン、特にオーバーレイパタ
ーンのパターンサイズより大きくなるように、一次光学系のレンズによって形成する。ま
た電子ビームは、その形状が概ね円形若しくは楕円形になるように、またビーム強度分布
が概ね均一になるように形成される。電子ビームはオーバーレイマークのほぼ中心に照射
する。電子ビームの試料表面への照射は、一次光学系２の途中にあるブランキング用の電
極（図示せず）によって行われる。試料表面に電子ビームを照射する場合は電極の電圧を
０Ｖ（ゼロボルト）若しくは軌道調整に必要な電圧にし、電子ビームを一次光学系の概ね
中心を通す。電子ビームを試料表面に照射しない場合には、電子ビームが完全に一次光学
系から外れるに十分な電圧をブランキング用の電極に印加し、電子ビームを一次光学系を
構成する外壁若しくは専用の電極等（図示せず）に導き、試料表面には電子ビームが照射
されないようにブランキングする。
【００９２】
　図１３にオーバーレイマーク又はオーバーレイパターンを示す。オーバーレイマークは
ｂａｒ　ｉｎ　ｂａｒタイプやｂａｒ　ｉｎ　ｂｏｘタイプのパターンを用いてもよい。
外側のｂａｒはレジスト下層パターンであり、内側のｂａｒ又はｂｏｘはレジストパター
ンであり、露光のみ、露光及びＰＥＢ（予備加熱）まで、若しくは現像までした場合のも
のとある。下層パターンはＳＴＩ構造であったり、メタル配線、溝構造であってもよい。
【００９３】
　一次電子ビームの照射によりウエハＷの表面からは一次電子ビームのエネルギーに応じ
て二次電子Ｂ２が発生する。この二次電子は、ウエハの近傍に配置されている電極によっ
て検出器側に所定の運動エネルギーを有するまで加速される。加速された二次電子Ｂ２は
先の電界と磁界からなるＥ×Ｂフィルタ又はウィーンフィルタ２８を直進し、二次電気光
学系（以下単に二次光学系）３に導かれる。この時ウエハ表面は一次電子ビームの照射に
より帯電し二次電子が設計された所定の運動エネルギーまで加速されない場合がある。こ
の場合二次電子は検出器４１の検出面上で結像することが出来ず、像が得られないか、像
がぼけてしまう。そこで、予め電子ビームの照射によるウエハ表面の帯電量を計算し、試
料電圧又はリターディング電圧を計算された帯電量にあわせて変化させておく。これによ
り、電子ビームの照射による帯電量も含めて所定の運動エネルギーまで二次電子を加速す
ることができる。
【００９４】
　二次電子は二次光学系３によって写像映像として検出器４１上に結像される。二次電気
光学系３を構成する電気的レンズ又は静電レンズ３１は、複数枚の同軸上に配置された開
口部を持つ電極、若しくは同軸状に配置された複数の電極群から構成され、これらのレン
ズが更に複数段に配置される。電気的レンズは、二次電子の持つ画像情報を拡大し、かつ
、ウエハＷ上の位置及び表面情報を失わないように、写像情報として、検出器に導く。
【００９５】
　検出器４１はＭＣＰ（マルチチャンネルプレート）と蛍光版及びＴＤＩ－ＣＣＤ又はＥ
Ｂ-ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＴＤＩから構成されている。ＭＣＰで増倍された電子は、蛍光
板にて光に変換され、この光信号がＴＤＩ－ＣＣＤに取り込まれ画像信号として出力され
る。　また、二次電子は直接ＥＢ－ＣＣＤに導入され画像信号に変換されてもよい。
【００９６】
　なお、一次及び二次光学系、並びに検出系の各構成要素は公知の構造、機能を有するも
のであるから詳細な説明は省略する。
【００９７】
　ウエハＷを保持するステージ装置５には、検出器がＴＤＩ－ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＴＤ
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Ｉの場合に、連続的に動くことが可能な構造になっている。また、ＴＤＩ－ＣＣＤ若しく
はＥＢ－ＴＤＩの場合には、ステージは連続的な動きだけではなく、移動停止を繰り返す
ことも可能に構成されている。
【００９８】
　検出器がＣＣＤ若しくはＥＢ－ＣＣＤの場合はステージは移動停止を繰り返すことも可
能である.
　ステージの位置は、図示しないが、常にレーザー干渉計によって公知の方法で測定され
ており、予め指定された目標値とレーザー干渉計にて測定された現在値との比較を行い、
その残差に応じて残差を補正する信号を二次光学系３の静電レンズ制御ユニット（図示せ
ず）に送る。ステージの移動、停止又はその間の速度斑、微少振動を、上記静電レンズに
て二次電子の軌道を修正することによって補正し、検出器の検出面では常に安定した結像
状態になるように補正する補正機構を有している。ステージ装置にはブレーキ（図示せず
）が設けられていて、停止時にブレーキを用い停止し、停止中の微振動を抑制し若しくは
なくすことも可能である。
【００９９】
　検出系４によって得られた電気的画像情報は、図示しない画像処理装置に入力され、そ
こで信号処理即ち画像解析がおこなわれ欠陥個所の特定と、欠陥の種類を判別し、観測者
に知らせると同時に記憶媒体に記憶させる。オーバーレイ検査の場合、下層パターンと上
層パターンのＸ方向とＹ方向のそれぞれのズレ量と回転角（θ）のズレ量とを画像解析か
ら算出し、オーバーレイの可否を決定する。
【０１００】
　検査はオフライン検査とオンライン検査の両方が選択可能で、オンライン検査の場合検
査結果を半導体製造ラインに直接電気信号等信号線を通じてフィードバックすることも可
能である。またオフライン検査の場合でも、検査結果を本検査装置の端末から直接入力し
て半導体製造ラインに電気信号等信号線を通じてフィードバックすることが可能である。
半導体製造ラインのホストコンピューターと通信して、検査結果を製造工程の品質管理に
用いてもよい。
【０１０１】
　次に、検査前のウエハＷをチャンバ１２内のステージ装置５に載せ、また検査後のウエ
ハＷをステージ装置から取り出す動作は、前記図１を参照して行った前記説明と同じであ
るから、詳細な省略する。この実施形態に対しても図３に示される予備環境室６２を複数
（ここでは２個）備えた構成を適用できることはもちろんである。
【０１０２】
　電流密度の信号とブランキング信号からDose量（電子線の投与量でウエハ、基板等の試
料上の単位面積当たりに照射される荷電量のことであり、以下Dose量として示す）を計算
し、ブランキング信号によってＥＢ-ＣＣＤの制御を行っているものである。
【０１０３】
　ＲＴＤ電圧若しくは基板電圧の制御原理は前記実施例と同様に次のようになる。電子銃
の電子電流値から電流密度Ｊeが算出される。この電流密度Ｊeとブランキング信号のブラ
ンキング解除時間τsからウエハ表面のDose量が計算される。
【０１０４】
　ここでDose量＝Ｊe・τs

　試料表面すなわちウエハ表面の情報例えば、レジスト厚みｄ、比誘電率εrから単位面
積あたりのウエハ表面の静電容量Ｃが求まる。
【０１０５】
　ここでＣ＝εr・ε0／ｄ　（単位面積はｃｍ2で計算、ε0は真空中の誘電率）
　また、ＣＶ＝Ｑより
　ウエハ表面電圧の変化量ΔＶ＝Ｑ/Ｃ
　ここでウエハ表面電圧とは、基板表面電圧或いは試料表面電圧とも呼ばれ、予め加えら
れたウエハ電圧と、ウエハに電子ビームが照射されたことにより加えられる電圧とを加え
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合わせた（重畳した）電圧を言う。
【０１０６】
　一方Ｑはウエハ表面に照射された総電子量なので、ランディングエネルギＬＥ（keV）
の時の二次電子放出率をγとすると
　Ｑ＝Dose量・（１－γ）＝Ｊe・τs・（１－γ）となる。
【０１０７】
　よってウエハ表面電圧の変化量はΔＶ＝Ｊe・τs・（１－γ）・ｄ／εr・ε0で表わさ
れる。
【０１０８】
　したがって、ウエハ電圧（又はリターディング電圧）ＲＴＤは
　　ＲＴＤ＋ΔＶ＝設計値（二次電子引き出し電圧）
を満たすように調整すればよい。
【０１０９】
　図１４にステージ動作の基本概念図をしめす。検出器としてＥＢ－ＴＤＩ若しくはＴＤ
Ｉで撮像する場合についてステージ動作について説明する。ステージは予め決められたオ
ーバーレイマークの位置まで、最大速度まで加速し、オーバーレイマーク部では、ＥＢ－
ＴＤＩ若しくはＴＤＩの動作周波数に同期した速度で移動しオーバーレイマークの撮像を
行う。また、別のオーバーレイマークに移動する場合、ステージは加速しながら移動する
。
【０１１０】
　ＥＢ－ＣＣＤやＣＣＤで撮像する場合はステップアンドリピート動作を行う。但し、オ
ーバーレイマークの撮像では同じマークを数回繰り返して撮像してもよい。
【０１１１】
　オーバーレイ検査の場合、下層パターンを見るためのΔＶを決める条件と、上層パター
ンを見るためのΔＶを決める条件が異なる場合がある。この場合上層パターンと下層パタ
ーンの像が同時に取得できないので、複数回撮像を行うことによって、下層パターンと上
層パターンをそれぞれ別に取得しその合成画像から、下層パターンと上層パターンの位置
ずれを検出若しくは計算しても良い。このとき、同じパターンを繰り返し撮像しても良い
。また、繰り返し撮像をダイ毎に繰り返してもよく、さらに、ウエハ毎に繰り返してもよ
い。この時は画像取得条件特にＲＴＤやDose量は下層パターンにあった条件にして撮像す
ることが好ましい。
【０１１２】
 特にプロセスによっては基板表面の断面構造若しくは材料が異なり、帯電する時間と表
面の電荷が逃げる時間（放電時間）とがそれぞれ違う場合がある。その場合は一つのパタ
ーンを撮像する場合であっても、連続して繰り返すのではなく、時間差をつけた撮像を行
うことも可能である。
【０１１３】
 ここで、図１５（Ａ）及び（Ｂ）を参照してオーバーレイ撮像の原理を説明する。図１
５の（Ａ）及び（Ｂ）それぞれにおいて、縦軸は試料すなわちウエハの表面の電位を示し
、横軸は電子ビーム照射開始からの経過時間を示す。
【０１１４】
　今、図１５（Ａ）に示されるように、一回の照射による撮像を考える。一回の照射で撮
像するため電子の照射量を多くすると、ウエハ表面の電位はウエハ表面の特性よって決ま
る帯電時間で、Ｖ６まで上昇してしまう。表面電位とＲＴＤの調整によって、ウエハ表面
から出た二次電子が検出器上で結像する条件が、Ｖ３とすると、図１５（Ａ）に示される
ような一回の撮像では、撮像する前に、ウエハの表面電位が結像条件を越えてしまい、ボ
ケた像しか得られないか、或いは、像そのものを得ることが出来ないことになる。
【０１１５】
　また、帯電によって最終的なウエハ表面（ｖ６）をＶ３にするよう、電子の照射量（ｄ
ｏｓｅ）を少なくすると、二次電子の量が減少し、画像が暗くなってしまう若しくは画像
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を得られなくなってしまう。
【０１１６】
　これに対し、図１５（Ｂ）に示されるように、電子ビームの照射を少量ずつ有る間隔を
置いて照射すると、ウエハ表面電位は、照射の間隔の合間に放電をし、この照射による帯
電とこの放電を利用して、ウエハ表面の電位を制御し、結像条件であるＶ３になったタイ
ミングでの撮像が可能になる。
【０１１７】
　図１６にその概念図を示す。放電時間が長く、表面電位が減衰しにくい基板の場合、連
続して繰り返し撮像を行うと、直ぐに表面電位が大きく変化し、ＲＴＤの調整では二次Ｅ
Ｏ（ｅｌｅｃｔｒｏ－ｏｐｔｉｃ）系、すなわち二次電子が検出器表面で結像条件を持つ
二次光学系の結像条件を満たせなくなってしまうような基板についての動作例を示す。
【０１１８】
 ダイ１のパターン（ダイに形成されたオーバーレイマークのパターンで以下同じ）１を
一回撮像した後ダイ２のパターン２に移動し、パターン２を１回撮像する、さらにダイ３
のパターン３に移動し、パターン３を一回撮像した後、ダイ４、ダイ５、ダイｎと、複数
のｎ個のダイを一回撮像した後、ダイ１のパターン１に戻り、パターン１の２回目の撮像
を行う。
【０１１９】
 更に、ダイ２、ダイ３へダイｎと２回目の撮像を行い、これを必要回数ｍ回繰り返す。
【０１２０】
 ここで、１回目の撮像で得た画像と、２回目の撮像で得た画像との合成から上層パター
ンと下層パターンの位置ズレを計算してもかまわないし、合成に用いる画像がそれぞれ任
意の回数の撮像で得た画像であってもかまわない。
【０１２１】
 また、図１６はダイ毎の移動による例を示したが、一つのダイの中で複数のパターンを
撮像する場合はダイの中でパターンを移動しながら、複数回の撮像を行ってもよい。この
場合も１回目の撮像で得た画像と、２回目の撮像で得た画像との合成から上層パターンと
下層パターンの位置ズレを計算してもかまわないし、合成に用いる画像がそれぞれ任意の
回数の撮像で得た画像であってもかまわない。
【０１２２】
 図１６に示されるように、パターンを移動しながら一つのパターンの撮像を複数回繰り
返す場合、ステージの移動は最短の距離になるようにかつ移動に要する時間が全て同じ時
間になるように（各パターンの撮像間隔が一定になるように）、ステージの速度の制御を
行うための機能を有していることが望ましい。
【０１２３】
 被検査パターンが多い場合は全個数を一度に撮像するのではなく、所望の個数毎のグル
ープに分けて撮像してもよい。この時グループに含まれるパターンの個数ｎは基板の帯電
時間と放電時間の特性から計算された、撮像に必要な時間差（インターバル時間）とステ
ージの移動速度から決めることが望ましい。
【０１２４】
 基板の帯電時間と放電時間の特性を予めステージの移動を制御する制御装置に入力し、
検査するパターンの位置情報とをあわせて、パターン間に移動距離若しくは移動時間が最
短でかつパターン間の移動時間が全て等しくなるように計算する。
【０１２５】
 また、基板の帯電時間と放電時間の特性を予めステージの移動を制御する制御装置に入
力し、検査するパターンの位置情報とをあわせて、検査に必要なパターンの数を計算し、
検査時間が最短でかつ各パターン間の移動時間が全て等しくなるように計算してもよい。
【０１２６】
 具体的には次のような手順で行う。
【０１２７】
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　まず、電子ビームをウエハに照射した時点からウエハ表面の帯電量が0になる、あるい
は所定の閾値になるまでの放電時間を測定する。次に、撮像の対象となるオーバーレイマ
ークの点数や位置、すなわち撮像対象のオーバーレイマークのグループを前述の放電時間
を基に定める。すなわち、前述したように、本実施例においては１箇所のオーバーレイマ
ークに電子ビームの照射を行い、ウエハ表面の帯電量が０又は所定の閾値になる前に再び
そのオーバーレイマークに電子ビームを照射する操作を複数回繰り返すことにより撮像に
適したコントラストを得ることができるので、所定のオーバーレイマークに電子ビームを
照射した後に再び照射するまでの時間間隔が放電時間を越えないように調整する必要があ
る。
【０１２８】
　次に、オーバーレイ間の移動時間をすべて等しく調整する。これにより、各オーバーレ
イに対して電子ビームが照射される時間間隔が等しくなり、各オーバーレイの帯電量が等
しくなるから、各オーバーレイの像を均質に得ることができる。移動時間の調整にあたっ
ては、ステージの最速の移動速度を基準に取る。本実施例では予め測定するオーバーレイ
を定めておき、このうちもっとも長い移動距離を最速でステージを移動させた時の移動時
間を基準に取っている（この移動時間を基準移動時間という）。その後、各オーバーレイ
の移動時間が基準移動時間に等しくなるように各オーバーレイ間のステージ移動速度を設
定する。以上から得られた移動時間の総和が放電時間を越えているようであれば再度オー
バーレイの選択を行う。
【０１２９】
　また、別の実施例として、予めオーバーレイマーク間の移動距離のすべての組み合わせ
及びステージの最高移動速度を装置内の記憶媒体に記録しておき、放電時間を装置内の入
力部から入力し、ウエハ表面の放電時間、又は放電時間から所望の時間を引いた時間を越
えない範囲で最も多くのオーバーレイが撮像できる経路を装置内の演算部により演算させ
ることもできる。
【０１３０】
　また、ステージの構成によっては、Ｘ軸、Ｙ軸など軸ごとや軸の位置ごとに移動速度や
加速度が異なる場合があり、その場合はそれらを加味して移動時間を算出、演算すること
もできる。
【０１３１】
　これら、上層パターンと下層パターンをそれぞれ別に撮像する場合、ＲＴＤをDose量に
合わせて制御する。
【０１３２】
　ΔＶを制御する方法として、レーザー光線の照射を行ってもよい。レーザー光線を照射
することで、表面電位の上昇分を更に詳細に制御することが出来る。レーザー光線を予め
照射しておいてから電子ビームを照射する。レーザー光線の照射による量子効果で表面電
位上昇分が変化しDose量の制御だけでは、微調整できなかった、試料表面の表面電位上昇
分を調整し、より鮮明な画像を得ることが出来る。
【０１３３】
　レーザー光線の照射とＲＴＤの調整とDose量による表面電位の調整はそれらを総合的に
同時に制御することも可能である。
【０１３４】
 複数回撮像する場合、全ての画像を積算することも可能であるが、それぞれの撮像で上
層パターンと下層パターンを別個に撮像することも可能であり、下層パターンの撮像時の
みレーザー光線の照射に量、試料表面の電位上昇分をより細かく調整することが可能であ
る。上層パターンの撮像時にレーザー光線の照射による試料表面の電位上昇分をより細か
く調整してもよいし、常にレーザー光線を照射しても良い。また、撮像していない期間に
レーザー光線を照射して、撮像時にはレーザー光線を止める若しくは遮蔽してもよい。
【０１３５】
 図１７において、本発明の別の実施例による試料検査装置が全体を１ａで示されている
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。検査装置１ａでは、ウエハに電子ビームを照射する熱電子放出型若しくはショットキー
型の電子銃２１ａがステージ装置５ａの真上に配置されている。電子銃からでた一次電子
ビームＢ１は四重極子レンズ等静電レンズ２２ａからなる一次光学系２ａを介してビーム
の形状を整えられながら、ウエハ表面に照射される。一次電子ビームはＸ方向とＹ方向に
スキャンされながらオーバーレイマークに照射される。
【０１３６】
 前の実施例と同様に、ウエハは公知の構造、機能を有するステージ装置５のウエハ保持
台５１の上に、例えば真空チャック等の公知の手段により取り外し可能に固定されるよう
になっている。このウエハ保持台５１は直交２軸方向すなわちＸ－Ｙ方向の少なくとも一
方向に連続的又はステップアンドリピート式に動くことができるように構成されている。
防振台の防振構造は非接触型軸受けから構成されても良い。
【０１３７】
　電子ビームが照射されたウエハ表面からは照射された電子ビームのエネルギーに応じて
二次電子Ｂ２が発生する。この二次電子は近傍の電極によって所定の運動エネルギーまで
加速され、図示しない二次光学系を介して検出器４１ａに導かれる。 この時ウエハ表面
は電子ビームの照射により帯電し二次電子Ｂ２が設計された所定の運動エネルギーまで加
速されない場合がある。この場合像が得られないか、像がぼけてしまう。そこで、前記実
施例と同様に、予め電子ビームの照射によるウエハ表面の帯電量を計算し、基板電圧又は
リターディング電圧を計算された帯電量にあわせて変化させておく。これにより、電子ビ
ームの照射による帯電量も含めて所定の運動エネルギーまで二次電子を加速することがで
きる。検出器により検出された画像の処理は前記実施形態の場合と同じであるから、詳細
な説明は省略する。
【０１３８】
　検査前のウエハＷをチャンバ１２内のステージ装置５ａに載せ、また検査後のウエハＷ
をステージ装置から取り出す動作は、前記の実施例の動作と同じであるから説明は省略す
る。
【０１３９】
　図１８に本発明の更に別の実施例を示す。図１８は荷電粒子線を用いた加工装置であり
、図１６に示したステージの動きは、帯電による加工精度が問題になるような絶縁物等帯
電し易い材料の加工する場合にも利用できる。被加工物が帯電し易く、一度に高エネルギ
ー密度で加工できない場合は、微弱なエネルギー密度で加工する。被加工物が多数ある場
合には、第１の加工物の帯電が無くなるまでの間に第２の加工物に移動し加工することが
可能である。
【０１４０】
　　図１８は荷電粒子線の例を示すが、荷電粒子線の代わりにエネルギー粒子線例えば高
速原子線や、エネルギービーム例えばレーザーやメーザー、Ｘ線であっても良い。
【０１４１】
 なお、上記本発明のパターン検査装置及び検査方法以外の加工装置自体の構成及びその
動作は従来のものと同じでよいので、それらに就いての詳細な説明は省略する。
【０１４２】
　次に本発明に係る試料表面検査方法の更に別の実施形態について説明する。
オーバーレイ検査についての概念図は前記図９の説明と同じであるから省略する。
【０１４３】
　また、この実施形態に使用する装置は図１に示されるものと同じであるから再び図１を
参照して説明する。
【０１４４】
　図１において、本実施形態の試料表面の欠陥等の表面検査方法を行う装置が全体を１で
示されている。同図において、２は一次電子光学系（以下単に一次光学系）、３は二次電
子光学系（以下単に二次光学系）、４は検出系、５は公知の構造の防振台の上に設けられ
たステージ装置であり、これらはチャンバ１２を画定するハウジング１１内に収納されて
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いる。チャンバ１２は図示しない装置により所望の雰囲気、例えば真空雰囲気に制御され
るようになっている。
【０１４５】
　例えばウエハ、基板のような試料（以下この実施形態の説明では試料としてウエハを使
用した例について説明する）Ｗは公知の構造、機能を有するステージ装置５のウエハ保持
台５１の上に、例えば真空チャック等の公知の手段により取り外し可能に固定されるよう
になっている。このウエハ保持台５１は直交２軸方向すなわちＸ－Ｙ方向の少なくとも一
方向に連続的又はステップアンドリピート式に動くことができるように構成されている。
防振台の防振構造は非接触型軸受けから構成されても良い。
【０１４６】
　一次電子ビームを照射する一次光学系の電子銃２１としては、熱電子放出型若しくはシ
ョットキー型の電子銃が使用され得る。なお、電子銃は一次光学系の構成要素と別にして
もよい。電子銃２１から放出された一次電子ビームＢ１は、四重極子レンズ２２等の静電
レンズからなる一次光学系２を介してビーム形状が整えられながら、ウエハ保持台５１上
に載置されている試料すなわちウエハＷの表面に照射される。
【０１４７】
　電子ビームの形成は四重極子レンズ等静電レンズ以外に電磁レンズを併用することもあ
る。図１９にアパーチャー部材２６等所望の形状の開口部すなわちアパーチャーを有する
遮蔽物を併用することによって、ビームの形状を整形する概念図を示す。四重極子レンズ
には予め決められた所望のビームサイズ、形状にビームを形成するように電圧が印加され
る。アパーチャーも予め決められた所望のビームサイズ、形状にビームを形成するための
形状が選択されている。アパーチャーの形状が異なる複数のアパーチャー部材を設けてお
き、ウエハや検査パターンに応じて変更することが可能である。四重極子レンズに印加さ
れた電圧もウエハや検査パターンに応じて変更することが可能である。これらは、ビーム
形状を制御する制御装置によって制御され、自動で条件を計算し、四重極子レンズの印加
電圧と、アパーチャーの形状の組み合わせを決めることができる。
【０１４８】
　矩形アパーチャーのみでビーム形状を形成することも可能である。この場合は、ウエハ
や検査パターンに応じてビーム形状を制御する制御装置によって制御され、自動で条件を
計算し、最適アパーチャーが選択される。また、アパーチャーの形状は矩形の他に、楕円
であってもよい。
【０１４９】
 このとき、一次電子ビームは電界と磁界からなるＥ×Ｂフィルタ又はウィーンフィルタ
２８を通ってウエハ表面に導かれる。電子ビームは試料表面のパターン特にオーバーレイ
パターンのパターンサイズより大きめのビームサイズに形成する。
【０１５０】
 ビーム強度分布が概ね均一になるように電子ビームを形成する。電子ビームはオーバー
レイマークのほぼ中心に照射する。電子ビームの試料表面への照射は、図２０に示される
ように、一次光学系２の途中にあるブランキング用の電極２３によって行われる。試料表
面に電子ビームを照射する場合は電極の電圧を０Ｖ（ゼロボルト）若しくは軌道調整に必
要な電圧にし、電子ビームを一次光学系の概ね中心を通す。電子ビームを試料表面に照射
しない場合には、電子ビームが完全に一次光学系から外れるに十分な電圧をブランキング
用の電極２３に印加し、電子ビームを一次光学系を構成する外壁若しくは専用の電極２４
等に導き、試料表面には電子ビームが照射されないようにブランキングする。ブランキン
グ用の電極は四重極子電極で構成される。電子ビームの偏向方向は、互いに直交するＸ方
向又はＹ方向でも、或いは斜め方向（Ｘ方向の成分とＹ方向の成分を含む方向）でもかま
わない。ブランキング用の電極２３は四重極子電極で構成される。図２１に電子ビーム偏
向方向の概念図を示す。同図において、ＩＰは、図９の下層パターン１０２及び上層パタ
ーンを含む被検査パターンを示し、ＢＡは一次電子ビームの照射範囲を示す。電子ビーム
の偏向方向は、ステージの進行方向または、進行方向の逆方向何れでかが望ましい。
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【０１５１】
　また、電子ビームの偏向方向はステージ進行方向に対し任意の方向であってもかまわな
い。
【０１５２】
　この実施態様で使用されるオーバーレイマーク又はオーバーレイパターンは図１３で示
されるものと同じであるので、それに付いての説明は省略する。
【０１５３】
　一次電子ビームの照射によりウエハＷの表面からは一次電子ビームのエネルギーに応じ
て二次電子Ｂ２が発生する。この二次電子は、ウエハの近傍に配置されている電極によっ
て検出器側に所定の運動エネルギーを有するまで加速される。加速された二次電子Ｂ２は
先の電界と磁界からなるＥ×Ｂフィルタ又はウィーンフィルタ２８を直進し、二次電子光
学系（以下単に二次光学系）３に導かれる。この時ウエハ表面は一次電子ビームの照射に
より帯電し二次電子が設計された所定の運動エネルギーまで加速されない場合がある。こ
の場合二次電子は検出器４１の検出面上で結像することができず、像が得られないか、像
がぼけてしまう。そこで、予め電子ビームの照射によるウエハ表面の帯電量を計算し、ビ
ームサイズ、形状を決めておく。これにより、電子ビームの照射による帯電量も含めて所
定の運動エネルギーまで二次電子を加速することができる。
【０１５４】
　二次電子は二次光学系３によって写像映像として検出器４１上に結像される。二次光学
系３を構成する電気的レンズ又は静電レンズ３１は、複数枚の同軸上に配置された開口部
を持つ電極、若しくは同軸状に配置された複数の電極群から構成され、これらのレンズが
更に複数段に配置される。電気的レンズは、二次電子の持つ画像情報を拡大し、かつ、ウ
エハＷ上の位置及び表面情報を失わないように、写像情報として、検出器に導く。
【０１５５】
　検出器４１はＭＣＰ（マルチチャンネルプレート）と蛍光版及びＴＤＩ－ＣＣＤ又はＥ
Ｂ-ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＴＤＩから構成されている。ＭＣＰで増倍された電子は、蛍光
板にて光に変換され、この光信号がＴＤＩ－ＣＣＤに取り込まれ画像信号として出力され
る。また、二次電子は直接ＥＢ－ＣＣＤに導入され画像信号に変換されてもよい。
【０１５６】
　なお、一次及び二次光学系、並びに検出系の各構成要素は公知の構造、機能を有するも
のであるから詳細な説明は省略する。
【０１５７】
　更に、ＭＣＰで二次電子を増倍した後に増倍された電子を直接ＥＢ－ＴＤＩに導入して
もよい。また、蛍光板とＴＤＩで検出器を構成してもよい。
【０１５８】
　ウエハＷを保持するステージ装置５には、検出器がＴＤＩ－ＣＣＤ若しくはＥＢ－ＴＤ
Ｉの場合に、連続的に動くことが可能な構造になっている。また、ＴＤＩ－ＣＣＤ若しく
はＥＢ－ＴＤＩの場合には、ステージは連続的な動きだけではなく、移動停止を繰り返す
ことも可能に構成されている。
【０１５９】
　検出器がＣＣＤ若しくはＥＢ－ＣＣＤの場合はステージは移動停止を繰り返すことも可
能である.
　ステージの位置は、図示しないが、常にレーザー干渉計によって公知の方法で測定され
ており、予め指定された目標値とレーザー干渉計にて測定された現在値との比較を行い、
その残差に応じて残差を補正する信号を二次光学系３の静電レンズ制御ユニット（図示せ
ず）に送る。ステージの移動、停止又はその間の速度斑、微少振動を、上記静電レンズに
て二次電子の軌道を修正することによって補正し、検出器の検出面では常に安定した結像
状態になるように補正する補正機構を有している。ステージ装置にはブレーキ（図示せず
）が設けられていて、停止時にブレーキを用い停止し、停止中の微振動を抑制し若しくは
なくすことも可能である。
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【０１６０】
　検出系４によって得られた電気的画像情報は、図示しない画像処理装置に入力され、そ
こで信号処理即ち画像解析がおこなわれ欠陥個所の特定と、欠陥の種類を判別し、観測者
に知らせると同時に記憶媒体に記憶させる。オーバーレイ検査の場合、下層パターンと上
層パターンのＸ方向とＹ方向のそれぞれのズレ量と回転角（θ）のズレ量とを画像解析か
ら算出し、オーバーレイの可否を決定する。
【０１６１】
　検査はオフライン検査とオンライン検査の両方が選択可能で、オンライン検査の場合検
査結果を半導体製造ラインに直接電気信号等信号線を通じてフィードバックすることも可
能である。またオフライン検査の場合でも、検査結果を本検査装置の端末から直接入力し
て半導体製造ラインに電気信号等信号線を通じてフィードバックすることが可能である。
半導体製造ラインのホストコンピューターと通信して、検査結果を製造工程の品質管理に
用いてもよい。
【０１６２】
　次に、検査前のウエハＷをチャンバ１２内のステージ装置５に載せ、また検査後のウエ
ハＷをステージ装置から取り出す動作について図１を参照して説明する。
【０１６３】
　試料表面検査装置１のチャンバ１２に隣接して配置された予備環境室６２は、半導体製
造プロセスにおいて、ウエハが外部から搬入される時の環境からウエハ保持台５１を有す
るステージ装置５が配置されたチャンバ１２内の環境へと変化され、予備環境室６２内及
びチャンバ１２内の環境が一致したとき、予備環境室６２からウエハ保持台に検査前のウ
エハを搬入することができるようになっている。
【０１６４】
　具体的には、公知の防振構造を備えた防振台及びその上に配置されかつウエハ保持台５
１を有するステージ装置５が配置されたチャンバ１２を画定するハウジング１１と予備環
境室６２を画定するハウジング６１との間にはゲート弁６３が設けられ、チャンバ１２と
予備環境室６２とはゲート弁５３を介して選択的に連通或いは遮断可能になっている。更
に、予備環境室６２とチャンバ内のウエハを予備環境室へ導入するための別のゲート弁若
しくはフランジを有していても良い。ここで、ウエハが予備環境室６２とチャンバ１２と
の間でゲート弁６３と通して搬送されるとき、両者の環境はほぼ同一の環境（例えば、真
空度１０-4Ｐａ～１０-6Ｐａ程度の真空状態）に保たれている。
【０１６５】
　半導体製造プロセスにおいて、次工程に搬送される前に検査を受けるウエハは次工程に
搬送するための環境で保持されているので、先ず予備環境室はこの次工程に搬送するため
の環境になるように、いずれも公知の構造のガス供給装置（図示せず）及び、真空排気装
置によって公知の方法で制御される。次工程に搬送するための環境と予備環境室の環境（
真空状態）が同じになったら、ウエハを予備環境室へ導入するための別のゲート弁若しく
はフランジを開放し若しくは開けて、ウエハを予備環境室６２内に導入し、先の真空排気
系及びガス供給装置を制御し、ウエハ保持台５１のある環境すなわちチャンバ１２内の環
境と同じ環境（真空状態）にする。
【０１６６】
　その後、チャンバ１２と予備環境室６２とを仕切っているゲート弁６３を開け検査前の
ウエハＷをウエハ保持台５１へと搬入する（これをロードと呼ぶ）。検査前のウエハの前
記搬入が終了すると、ゲート弁６２を閉め、ウエハ保持台のある環境を検査に適した環境
にし、検査を開始する。
【０１６７】
　検査が終了したウエハをウエハ保持台５１から搬出し（これをアンロードと呼ぶ）、ウ
エハを次工程に搬送する場合には、搬入時と逆の動作をさせればよい。ここで、真空排気
装置は、図２に示されるように、ターボ分子ポンプ６６とドライルーツポンプ６７との組
み合わせが好ましいが、ドライルーツポンプの替わりにオイルミストトラップ若しくはモ
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レキュラーシーブ付きのロータリーポンプであっても良い。
【０１６８】
　図３に示された予備環境室６２を複数（ここでは２個）備えた構成もこの実施形態に適
用可能である。
【０１６９】
　表面の静電容量コントラストを得るためには、有る程度の表面への電子の照射が必要で
ある。この必要な電子ビームの照射量（以下、必要Dose量）を得るために、本発明におい
ては、被検査パターンに対しステージのスキャン方向に対して長いビーム長を持つ電子ビ
ームの照射形状をもつことを特徴とする。
【０１７０】
　このビームの長さは必要Dose量によって規定される。
【０１７１】
　必要Dose量は外パターンと内パターンとが最良のコントラストとなるように制御され、
ステージ速度と電流密度によって決められる。
【０１７２】
 ウエハ毎の表面の形状、材料、断面構造等を入力し、計算によって求めたビーム長を用
いてもよい。この場合、
　　　ビーム長Ｘ0＝Ｈz・Ｃwf・ΔＶ/Ｊe

　　ここで
　　Ｈz：ＴＤＩの動作周波数（ステージ速度）
　　Ｃwf：ウエハの断面構図や表面材料等によって決まるウエハ表面の静電容量
例えば、レジストが塗布されたウエハでレジストの厚さがｄの場合、レジストの比誘電率
εr、真空中の誘電率をε0とし、
　　Ｃwf＝ｄ／(εr・ε0)
　　　ΔＶ＝ＶEO－ＶRTD

　　　ＶEO：二次電子の引き出し電圧
　　ＶRTD：基板電圧若しくはリターディング電圧
　　Ｊe：基板への照射電流密度
によって求められる。
【０１７３】
 電子ビームの偏向（ブランキング）により、試料表面はその電子ビームの偏向方向に若
干多く電子ビームが照射されてしまう。このことは、試料表面の帯電状態に若干の偏りを
発生させる原因となる。そこで、ブランキングによるDose量の修正を行ってもよい。この
場合ブランキング方向はスキャン方向と一致させ、その量を計算しＸ0による必要Dose量
が決められる。ブランキング方向はステージスキャン方向であってもよく、ステージスキ
ャン方向逆方向であってもよい。
【０１７４】
 ブランキングによるＸ0の補正項をＸB、ブランキング時間をτB、ブランキングによって
基板表面でビームが移動する距離をLとすると、
 ＸB＝Hz・Ｌ・τBとなり、
 ブランキングによる補正後のビーム長Ｘ0は、
 Ｘ0＝Ｈz・Ｃwf・ΔＶ/Ｊe±ＸBとなる。
【０１７５】
 （但し、±の符号はブランキング方向による、＋はブランキング方向がステージ進行方
向と逆向きの場合。－はブランキング方向がステージ進行方向と同じ向きの場合）
 また、ブランキングによる必要Dose量の修正は、基板表面電位の上昇分をコントロール
する基板電圧若しくはリターディング電圧のコントロールであってもよい。
【０１７６】
 　　この場合の電圧調整分ΔＶBは
 　ΔＶB＝Ｊe・τB／Ｃwfとなる。
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【０１７７】
　ブランキングによる必要Dose量の修正量を少なくするためには、ブランキング方向をス
テージ進行方向に対して垂直方向であってもよい。
【０１７８】
　また、ブランキングによる必要Dose量の修正を考慮しなくて良い場合には、ブランキン
グ方向は任意の方向であってもよい。
【０１７９】
　ビームの長さはウエハ毎または、被検査パターンの断面構造若しくは表面の材質によっ
て変えることが可能である。例えば、レシピの中にビーム長の情報を予め盛り込んでおき
、ウエハをロードしたときに、ビーム長はそのウエハ又は被検査パターンにあったものに
決められる。
【０１８０】
　図２２に照射電子ビームと被検査パターンとの位置関係を示す。同図において、クロス
ハッチングで示された部分が電子ビームの照射領域及びそのサイズを表す。この例では照
射領域は上、下両縁が円弧状にかつ左、右両縁が直線になった形状をしているが、ステー
ジの移動方向に長い長方形でも長円形でもよい。撮像の対象となる被検査パターンにビー
ムが当り始め、被検査パターンがＸ0移動したときに、被検査パターンがＴＤＩセンサー
の下を通過する。このタイミングでＴＤＩセンサーは画像取り込みを開始する。この様に
ＴＤＩセンサーの位置よりＸ0離れた位置からビーム照射を開始し、Ｘ0ステージが移動す
る間に撮像に必要なDose量が被検査パターンに与えられる。
【０１８１】
 図２３に別の照射例を示す。被査パターンの配列によっては、Ｘ0を必要Dose量から計算
される１／２にして、ステージを折り返し移動させてもかまわない。この図において、ク
ロスハッチングで示された部分が電子ビームの照射領域及びそのサイズを表す。
【０１８２】
 ＴＤＩセンサーの位置から（１／２）・Ｘ0離れた位置からビーム照射を開始し（１／２
）・Ｘ0移動した段階でステージを折り返し　再び（１／２）・Ｘ0　移動したところでＴ
ＤＩセンサーによる撮像を行う。これによって、Ｘ0移動するのと同様のDOSE量を被検査
パターンに与えられる。
【０１８３】
 この場合、先に検査する被検査パターンの次の被検査パターンが先に検査する被検査パ
ターンの後方つまり、先に検査するのに必要なステージ移動方向と逆の方向に位置する場
合は、ステージ移動距離が半分となり、時間の節約ができる。
【０１８４】
　撮像する視野は例えばＴＤＩのピクセル数　Ｘ方向（この場合はステージのスキャン方
向と一致）５１２pixとＹ方向２０４８pixから構成され、ステージがＸ方向にスキャンし
ながら、５１２pix分の情報を積分しながら構成される。
【０１８５】
　ビームは視野のＸ方向上流側に長くなるように形成されており、ＴＤＩが画像を取り込
む部分では既に、この長い電子ビームによって、必要Dose量が与えられており、被検査パ
ターンの画像を得ることができる。
【０１８６】
　このとき、照射ビームのＹ方向の大きさ（ビームの幅）は被検査パターンの大きさによ
って所望の大きさ（幅）することが可能である。大きいパターンを低倍率で検査する場合
はＴＤＩのＹ方向のピクセルサイズ（例えば２０４８pix）より大きくてもよく、小さい
パターンを高倍率で検査する場合はＴＤＩのＹ方向のピクセルサイズ（例えば２０４８pi
x）より小さくてもよい。
【０１８７】
　上記のようにビーム径を定めることにより、とくに、オーバーレイマークやパターンが
一定方向に並べられて配列されている場合により効果的なオーバーレイマークやパターン
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射させることにより（この走査をプリドーズ（Pre-Does）という）、撮像タイミングにお
いて被撮像パターンは十分な帯電がなされる。被撮像パターンが一定方向に連続的に配置
されている場合、本発明のようにステージの移動に伴ってビーム径を定めれば、各被撮像
パターンには等価に帯電がされた状態で撮像が可能である。すなわち、ステージ移動を一
定速度に保ち、被撮像パターン間の距離とステージ速度を勘案して撮像を行うだけで最適
な帯電状態の被撮像パターンを撮像でき、ステップ・アンド・リピートのように毎回ステ
ージを被撮像パターンにて止めて一定の帯電量に被撮像パターンを帯電させるまで停止す
る必要がなくなる。
【０１８８】
　次に、図２４を参照して電子ビームを利用した検査装置を用いた露光装置のレンズ収差
の分布を測定する場合の実施例を示す。
【０１８９】
 図２４はレンズ収差調査のためのパターン分布の一例を示す
 パターンは孤立パターンを用い、レンズの収差調査に必要な分、必要な間隔でパターン
が並べられている。このパターンを露光装置によって基板上に転写し、そのパターンのズ
レ量を検査する事でレンズの収差の分布を調査する。
【０１９０】
 この場合は、電子ビームを広い面積でパターンに照射し、ステージ若しくはビームをス
キャンしながらＴＤＩやＥＢ－ＴＤＩを用いて連続的に撮像する。
【０１９１】
　製品レイヤーでのオーバーレイマークは全てのチップについて行うのではないので、広
い面積の電子ビームをパターンに照射し、ＣＣＤやＥＢ－ＣＣＤで静止画像として必要な
パターン部に移動しながらステップアンドリピートを繰り返しながら撮像する。この場合
はＴＤＩやＥＢ－ＴＤＩのstillモードで撮像してもよい。また、パターン部のみをスキ
ャンして撮像してもよい。
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